
令和８年度給与支払報告書の提出のお願い 

岡崎市財務部市民税課  

 

日頃から本市の税務行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

令和７年中に給与等を支払われた事業者のかたは、給与支払額の多少にかかわらず、退職

したかたも含むすべての受給者（従業員）の給与支払報告書をご提出いただきますようお願

いいたします。 

給与支払報告書の記載をはじめ年末調整の方法については、国税庁ホームページの「年

末調整がよくわかるページ（令和７年分）」をご覧ください。 

 

 

１ 提出期限 

   令和８年２月２日（月） 

可能であれば令和８年１月 15日（木）までの提出にご協力をお願いいたします。 
 

２ 給与支払報告書の提出方法について 

紙の給与支払報告書（個人別明細書）には岡崎市から送付した総括表を添付してくださ

い。送付されなかった場合は、別の様式の総括表（他市のもの等）で構いません。 

また、ｅＬＴＡＸ等での給与支払報告書の提出にご協力をお願いいたします。 
 

３ ｅＬＴＡＸ等での提出について 

  前々年に税務署へ提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が 100 枚以上であった給

与支払者は、ｅＬＴＡＸもしくは光ディスク等を利用して「給与支払報告書」を提出するこ

とが義務づけられています。詳しくは国税庁ホームページの「申告・申請・届出等、用紙（手

続の案内・様式）」から「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。 

 

４ 住民税の特別徴収税額通知書の受け取り方法について 

ｅＬＴＡＸを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者（事業所等）が申出をし 

たときは、特別徴収税額通知を書面に代えて電子データで特別徴収義務者に送信していま

す。受け取り方法は特別徴収義務者用（事業所等）と納税義務者用（従業員等）それぞれで 

選択が可能ですので、お間違えの無いように申出をお願いいたします。 

詳しくはｅＬＴＡＸのホームページをご覧ください。 

 

 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm 

 

裏面もご覧ください 

ｅＬＴＡＸホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/news/12958 

～給与支払報告書の電子的提出の義務化について【事前注意】～ 

令和９年１月１日以降提出分からは、提出年の前々年に税務署へ提出すべき「給与所得

の源泉徴収票」の枚数が 30枚以上である事業者の方は、各自治体に提出する「給与支払

報告書」についても、ｅＬＴＡＸ（地方税の電子申告）もしくは光ディスク等（ＣＤ―Ｒ

等）を利用して提出することが義務化されます。これに該当する事業者は、１つの市区町

村に給与支払報告書を提出する人数が１人であっても電子化する必要があります。 



６ 住民税（市民税・県民税）の特別徴収について 

  西三河８市町（岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町）は

原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しております。給与支払報告書に

普通徴収切替理由を記載していないかたについては、全て特別徴収とさせていただきます。 

普通徴収に該当するかたについては、次の例のとおりもれなく普通徴収切替理由（普Ａ～

Ｆ）を記載してください。 

特別徴収についての詳細は、岡崎市ホームページをご覧ください。 

 

【紙の給与支払報告書の場合】 

  

 

 

 
 
 
 
 
【ｅＬＴＡＸの場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※給与支払報告書が不足する場合や、ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。 

 

《問合せ先》〒444-8601 

岡崎市十王町二丁目９番地 岡崎市財務部市民税課  

電話番号（0564）23－6081 ＦＡＸ番号（0564）27－1159 

 

切替理由ごとに人数を

記載してください。 

普Ｄ  
 摘要欄に切替理由を入力し、かつ普通徴収欄

にもチェックをしてください。 

検 索 岡崎市 特別徴収事務の手引き 

摘要欄に切替理由を

記載してください。 


